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平成２９年度 第１４回役員会議事録 

  

日 時  平成２９年１２月１９日（火）１４時３０分～１６時１０分  

場 所  学長室 

出席者  空閑学長，松田理事，溝口理事 

欠席者  馬場理事 

列席者  佐藤副学長，永野副学長，河合副学長，黒﨑事務局長，坂上監事，辻経営企画課長 

  

－ 議 題 － 

 

１ 国立大学法人室蘭工業大学職員の給与等への対応方針について 

松田理事から，資料１に基づき国立大学法人室蘭工業大学職員の給与等への対応方針について

提案があり，審議の結果，原案のとおり了承された。 

なお，松田理事から，規則等の改正案については改めて会議に附議する旨の発言があった。 

 

資料１－１ 国立大学法人室蘭工業大学職員の給与等への対応方針について 

資料１－２ 国立大学法人室蘭工業大学職員の給与等への対応方針について 

 

２ 国立大学法人室蘭工業大学職員の退職手当への対応方針について 

松田理事から，資料２に基づき国立大学法人室蘭工業大学職員の退職手当への対応方針につい

て提案があり，審議の結果，原案のとおり了承された。 

なお，松田理事から，規則等の改正案については改めて会議に附議する旨の発言があった。 

 

資料２－１ 国立大学法人室蘭工業大学職員の退職手当への対応方針について 

資料２－２ 国立大学法人室蘭工業大学職員の退職手当への対応方針について 

 

３ 非常勤職員（事務補佐員等）の雇用期間の見直し方針について 

松田理事から，資料３に基づき非常勤職員（事務補佐員等）の雇用期間の見直し方針について

提案があり，審議の結果，原案のとおり了承された。 

なお，松田理事から，規則等の改正案については改めて会議に附議する旨の発言があった。 

 

資料３－１ 非常勤職員（事務補佐員等）の雇用期間の見直し方針について 

資料３－２ 非常勤職員（事務補佐員等）の雇用期間について 

 

－ 協 議 事 項 － 

 

１ 国立大学法人室蘭工業大学におけるクロスアポイントメント制度の適用に関する規則等の 

一部改正について 

松田理事から，資料４に基づき国立大学法人室蘭工業大学におけるクロスアポイントメント制

度の適用に関する規則等の一部改正について提案があり，審議の結果，原案のとおり了承され，

経営協議会に附議することとされた。 
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資料４－１ 国立大学法人室蘭工業大学におけるクロスアポイントメント制度の適用に 

関する規則等の一部改正について 

資料４－２ 国立大学法人室蘭工業大学におけるクロスアポイントメント制度の適用に 

関する規則等の一部改正について 

資料４－３ 新旧対照表 

 

－ 報 告 事 項 － 

 

１ 平成２８年度決算検査報告説明会について 

坂上監事から，資料５に基づき平成２８年度決算検査報告説明会について報告があった。 

 

資料５－１ 平成２８年度決算検査報告説明会次第 

資料５－２ 検査結果の大要 

資料５－３ 平成２８年度決算検査報告説明会資料 検査報告事項の個別説明 

 

 

以 上 


